
石綿調査者（Ｂ） 

（大阪労働局長登録講習機関・建設業労働災害防止協会大阪府支部） 
 

合格基準 

合格は、受験した各科目の得点が各科目の配点の４０パーセント以上で

あって、かつ、受験した科目の得点の合計が、受験した科目の配点の合

計点の６０パーセント以上である場合を合格とする。 

 

 

問１． ①～③は、「建築物石綿含有建材調査」に関する記述である。この記述の中

から適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①1975（昭和 50）年に特定化学物質等障害予防規則の改正で、石綿を 1重

量パーセントを超えて含有する吹付け作業は原則禁止になった。 

②1996（平成 8）年、石綿を 1重量パーセントを超えて含有する吹付け作

業が原則禁止と強化され、労働安全衛生法施行令の改正で、茶石綿（ア

モサイト）・白石綿（クリソタイル）の製造などの禁止が行われた。 

③2004（平成 16）年には、石綿障害予防規則が制定され、吹付け作業が全

面禁止となった。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２． ①～③は、「石綿の定義、種類、特性」に関する記述である。この記述の中

から適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①石綿とは、自然界に存在するけい酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物

質の一部の総称である。 

②蛇紋石系に分類される石綿のクリソタイルは、すべての石綿製品の原料

として、世界中で多く使用されてきた。 

③石綿の特性として、引張りには弱いが、摩擦・摩耗には強い点がある。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３． ①～③は、「石綿による疾病、環境の石綿濃度」に関する記述である。この

記述の中から不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つ

に印をつけなさい。 

①非喫煙者の肺がんリスクは、非石綿ばく露労働者 1.0 に対し、石綿ばく

露労働者は約 2倍となっている。 

②石綿等を取り扱う工場等の敷地境界における石綿粉じん濃度は、大気汚

染防止法において、規制基準として、5ｆ/Ｌが定められている。 

③中皮腫は、他の疾患に比べ石綿ばく露との因果関係が非常に強いが、潜

伏期間は短い。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

 

問４． ①～③は、「建築物と石綿関連疾患、気中石綿濃度、健康影響評価」に関す

る記述である。この記述の中から不適切なものがいくつあるか、イ～ニか

ら該当するもの１つに印をつけなさい。 

①建築物に使用されている吹付け石綿の目視による劣化判定と、気中石綿

濃度との間の相関性は明確ではない。 

②吹付け石綿が使用されている建築物では、物理的な接触により石綿の飛

散が発生する。例えば、天井面へボールや棒を当てる場合は 12～18f/L

で、ほうきでこする場合も、石綿繊維の気中濃度差はないという結果が

報告されている。 

③複数の建物を調査する場合に、国土交通省が定めた建築物の石綿含有建

材調査の優先度では、子供が長く滞在する建築物は優先順位が最も高い。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

問５． ①～③は、「大気汚染防止法、建築基準法その他関係法令」に関する記述で

ある。この記述の中から不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当す

るもの１つに印をつけなさい。 

①大気汚染防止法は、大気汚染に関して、職場における労働者の安全と健

康を確保するとともに、生活環境を保全することを目的に 1968（昭和 43）

年に制定された。 

②大気汚染防止法の規制の対象作業は、石綿を飛散させる原因となる建築

材料が使用されている建築物等の解体のみが対象となる。 

③大気汚染防止法において、特定粉じん排出等作業実施届出の届出者は、

元請業者又は自主施工者である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問６． 下表は、建設リサイクル法の対象建設工事と規模である。選択肢イ～ニは、

表中の空欄Ａ～Ｄに該当する規模を示したものである。規模の組合せとし

て正しいもの１つに印をつけなさい。 

№ 対象建設工事 規模 

１ 建築物に係る解体工事 〔Ａ〕 

２ 建築物に係る新築工事・増築工事 〔Ｂ〕 

３ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 〔Ｃ〕 

４ 
建築物に係る新築工事等であって、新築又は増築の

工事に該当しないもの 
〔Ｄ〕 

イ． 〔Ａ〕建築物の床面積の合計 80㎡以上 

〔Ｂ〕建築物の床面積の合計 500 ㎡以上 

〔Ｃ〕請負代金の額 500 万円（税込）以上 

〔Ｄ〕請負代金の額 1億円（税込）以上 

ロ． 〔Ａ〕建築物の床面積の合計 100 ㎡以上 

〔Ｂ〕建築物の床面積の合計 500 ㎡以上 

〔Ｃ〕請負代金の額 500 万円（税込）以上 

〔Ｄ〕請負代金の額 1億円（税込）以上 

ハ． 〔Ａ〕請負代金の額 500 万円（税込）以上 

〔Ｂ〕請負代金の額 1億円（税込）以上 

〔Ｃ〕建築物の床面積の合計 80㎡以上 

〔Ｄ〕建築物の床面積の合計 500 ㎡以上 

ニ． 〔Ａ〕請負代金の額 500 万円（税込）以上 

〔Ｂ〕請負代金の額 1億円（税込）以上 

〔Ｃ〕建築物の床面積の合計 100 ㎡以上 

〔Ｄ〕建築物の床面積の合計 500 ㎡以上 

 

問７． 下表は、石綿の有無の判定結果が及ぼす影響を整理したものである。選択

肢イ～ニは、表中の空欄Ａ～Ｄに該当する単語を示したものである。単語

の組合せとして正しいもの１つに印をつけなさい。 

石綿有無の実態 

 

調査時の判定 

〔Ａ〕 〔Ｂ〕 

石綿ありと判定 ○適正な調査結果 

・適切な管理 

・適切な工事 

✕見落としのある調査

結果 

・〔Ｃ〕 

・無駄な財政的な負担 

・建物資産の過小評価 

・社会的風評被害 

石綿なしと判定 ✕見落としのある調査結果 

・〔Ｄ〕 

・改修解体工事の飛散事故 

・後日発覚時の追加財政負担 

・社会的信用の失墜 

・建築物周辺への継続的環境影 

 響 

○適正な調査結果 

・適切な管理 

・適切な工事 

イ． 〔Ａ〕石綿なし 

〔Ｂ〕石綿あり 

〔Ｃ〕必要な対策 

〔Ｄ〕断続的な健康障害 

ロ． 〔Ａ〕石綿あり 

〔Ｂ〕石綿なし 

〔Ｃ〕不要な対策 

〔Ｄ〕継続的な健康障害 

ハ． 〔Ａ〕石綿あり 

〔Ｂ〕石綿なし 

〔Ｃ〕必要な対策 

〔Ｄ〕断続的な健康障害 

ニ． 〔Ａ〕石綿なし 

〔Ｂ〕石綿あり 

〔Ｃ〕不要な対策 

〔Ｄ〕継続的な健康障害 

 

問８． ①～③は、「石綿含有建材調査者」に関する記述である。この記述の中から

適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさ

い。 

①石綿含有建材調査者は、石綿に関する知識だけでなく、対策や工法に

も精通しておくことが必要である。 

②石綿含有建材調査者は、意図的に事実に反する調査を行ったり、虚偽

の結果報告を行っては絶対にならない。 

③解体・改修工事の施工者や建築物の所有者などは、石綿含有建材調査

者の実施した調査結果に基づいて、工事の施工方法を決定したり、使

用中の石綿含有建材に対する対策を講じる。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

【科目１】建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 １ 配点 １０点 

【科目２】建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識 ２ 配点 １０点 

建築物石綿含有建材調査者講習(一般) 

修了考査（Ｂ） 



石綿調査者（Ｂ） 

 

 

 

 

問９． ①～③は、「建築一般」に関する記述である。この記述の中から不適切なも

のがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①建築基準法では、国民の生命、健康及び財産の保護を図るため、建築物

の防火規制を定めている。 

②建築基準法において、劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、

主階が２階にないものは耐火建築物としなければならない。 

③建築基準法において「柱（構造上重要ではない間柱、附け柱を除く）」は、

建築物の主要構造部である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１０． ①～③は、「建築一般」に関する記述である。この記述の中から不適切な

ものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 
①建築基準法において、建築物の最上階及び最上階から数えた階数が「2

以上で 4以内の階」における「柱」の要求耐火性能は、「1時間」である。 

②建築基準法において、建築物の最上階から数えた階数が「5以上で 14以

内の階」における「床」の要求耐火性能は、「3時間」である。 

③建築基準法において、建築物の「階段」の要求耐火性能は、「2時間」で

ある。 
 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 
問１１． ①～③は、「建築一般」に関する記述である。この記述の中から適切なも

のがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 
①建築基準法において、面積区画、高層区画、竪穴区画と接する外壁は、

接する部分を含み 30㎝以上の部分を耐火構造または準耐火構造としな

ければならない。 

②防火区画の留意事項として、カーテンウォールと床スラブなどとの取り

合い部分（取り付け部）は、床スラブとカーテンウォールとの間のすき

間を耐火性能のある不燃材で塞ぐのが一般的である。 

③Ｓ造の建築物の調査で特に注意することして、外壁をＡＬＣ壁とした３

階建て程度の共同住宅、一戸建て住宅、事務所、物販店などは、耐火建

築物などとすることを目的に、石綿含有建材による耐火被覆を用いてい

る場合が多いことが挙げられる。 

 
イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 
問１２． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から不適

切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 
①石綿含有吹付けロックウール（湿式）は比重が大きく硬いので、吸音（遮

音ではない）を目的とした吹付け石綿には使用されていないと推測でき

る。 

②石綿含有吹付けロックウールの石綿無含有化に際し、乾式工法の代替と

して半乾式（半湿式）工法が開発され、現在では半乾式工法により石綿

が含有されていない吹付けロックウールが施工されている。 

③吹き付け石綿の主材料は、工場で配合された「石綿」「セメント」と「水」

である。 

 
イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

問１３． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から不適

切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①1980（昭和 55）年にロックウール工業会の自主規制により、会員各社が

石綿含有吹付けロックウールの使用を中止し、ロックウール工業会所属

のメーカー各社は、石綿を添加しないロックウールだけのものに変更し

たので、1980（昭和 55）年以降は石綿含有吹付けロックウールが施工さ

れていた可能性はない。 

②昭和 30年代後半から 50年代にかけて建築されたＲＣ構造集合住宅の室

内の天井は直天井が多く、パーライトを骨材とした吹付けで仕上げられ

ていた。 

③吹付けバーミキュライトには、吹付け石綿と同様に剥落を防止するため

繋ぎ材として添加されているケースはあるが、不純物として石綿を含有

するケース（天然鉱物由来の石綿）はない。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１４． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から適切

なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①保温材に使用された石綿含有製品には、「石綿含有けいそう土保温材」、

「パーライト保温材」、「石綿含有けい酸カルシウム保温材」がある。 

②けい酸カルシウム板には第１種と第２種があり、第１種はレベル２の建

材で、厚さは６・８・12㎜などと薄いため、けい酸カルシウム板第２種

と見分けることができる。 

③けい酸カルシウム系保温材は、平板、半円筒などの形状をしており、各々

の被保温箇所に被せ、バンドや番線などで固定して使用されていた。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１５． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から不適

切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①レベル３の石綿含有建材においても、石綿則や廃棄物の処理及び清掃に

関する法律などの対象となる。 

②レベル３の石綿含有建材が使われているのは、事業用の建築物だけであ

る。 

③建築物の石綿含有建材調査は、施工時期又はそれぞれの材料の製造時期

のいずれか一方を把握することが大切である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１６． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から適切

なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①石綿含有スレートボードには、フレキシブル板、平板、軟質板及び軟質

フレキシブル板の４種類があるが、外見だけでは判別が非常に難しいた

め、調査においてはスレートボードとしてまとめてもよい。 

②「ａマーク」は、メーカー等の自主的な表示で、平成元年に石綿含有率

５重量パーセント超の製品を対象とし、法改正により、平成７年には石

綿含有率１重量パーセント超に変更された。 

③石綿含有スラグせっこう板の大半の製品が、「不燃材料」の認定を受けて

おり、火気を使用する部屋での使用が可能である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

問１７． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から不適

切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①石綿含有ロックウール吸音天井板は、一般建築物、事務所、学校、講

堂、病院等の医療施設等の天井に不燃・吸音天井板として多く使用さ

れている。 

②せっこうボードのうち、昭和 45年から昭和 61年に製造された製品に

は、石綿を含有するものはない。 

③複合パネルは、表面をタイル模様に加工した押出成形セメント板の製

品もある。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１８． ①～③は、「石綿含有建材」に関する記述である。この記述の中から不適

切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①石綿セメント円筒の耐火二層管は、排水管、換気管、配電管などに使

用されている。 

②石綿含有住宅屋根用化粧スレートは、製品厚さが薄く、踏み割れしや

すいことから、野地板は平滑な合板を使用し、隙間なく張り詰める方

法が多い。 

③石綿含有ルーフィングは、目視で、石綿が含有されているか否かの識

別が可能である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問１９． ①～③は、「図面の種類と読み方」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①施工図の内容は詳細事項が多いため、解説量が豊富で専門知識がなく

ても理解できる。 

②設計図書には多様な図面があり、大別すると、建築図、構造図、設備

図（電気設備、給排水衛生設備、空調設備、昇降機設備、特殊設備）

等がある。 

③図面上の情報は、改修作業等の度に更新されるため、現在までの利用

過程における改修作業等が反映されている。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２０． ①～③は、「図面の種類と読み方」に関する記述である。この記述の中か

ら適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけな

さい。 

①立面図は、建築物の立面を記載しており、通常、４面１組で建築物の

立面が記載され、外部仕上が記載されていることも多くみられる。 

②複数回、建築物所有者が変わっている建築物の場合には、建築図面が

紛失され、建築図面が入手できないことも多い。 

③内部仕上表からは、特記仕様書の内装工事に記載されていた建材の使

用箇所の詳細データが入手できる。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

 

【科目３】石綿含有建材の建築図面調査 配点 ３５点 



石綿調査者（Ｂ） 

問２１． ①～③は、「図面の種類と読み方」に関する記述である。この記述の中か

ら適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけな

さい。 

①調査に当たる際は、建築確認図などの借用について、建築物所有者など

関係者の許可が必要である。 

②建築図面などを借用する場合、複製であっても、使用後に返却しなけれ

ばならない 

③発注者等へのヒアリングは、依頼者、立会者に留まらず、必要に応じ過

去の工事の経緯をよく知る者、例えば、よく工事を依頼している特定の

工事会社も対象として行う。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２２． ①～③は、「書面調査結果の整理」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①使用された建材や試料採取を行う建材の整理に用いる様式は、調査者が

目視調査や報告書の作成に利用しやすい様式を用いればよい。 

②見落としを防ぐためには、各室・各部位ごとに記録を行うワークシート

を使用することも有効である。 

③書面調査結果の整理は、「1.建物所有者から借用した設計図書をリストア

ップし」、「2.動線計画を立てる」という２点を主な作業として行ってい

く。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

問２３． ①～③は、「目視調査の流れ」に関する記述である。この記述の中から不

適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさ

い。 

①建築図面がない場合は、詳細調査に入る前にヒアリングなどの結果を踏

まえて、外、屋上、基準階などを先に縦覧し、簡単なフロア図のスケッ

チを作成し、大まかな建築物概要を把握することも有効である。 

②一般に機械室やビル管理人などの居室、パイプシャフトの内部床、造作

されたロッカーキャビネットなどの下などは、建築物の竣工当初の状態

が保たれていることが多いので、これらの部屋で確認した建材とは明ら

かに施工年が違うような建材が使われていれば、改修履歴のあったこと

がわかる。 

③石綿含有建材調査者は、事前調査をするにあたり、所有者からの情報は

曖昧なものが多く時間が無駄になるので、打ち合わせを行う必要はなく、

書面等からの情報だけで計画を立てることを心掛ける必要がある。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２４． ①～③は、「目視調査の実施要領」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①目視調査に臨む基本姿勢として、現地での事前調査はできるだけ多くに

石綿含有建材調査者で行い、できるだけ短い時間で終えるようにする。 

②建築物の外観を観察することで、おおよその作業時間や当日の作業の進

行を予測でき、事前の計画段階では把握できなかった新たな調査のポイ

ントや確認しておきたい事柄などが見えてくることがある。 

③建築物の外観を観察する際には、主要道路と建築物の位置関係や方位を

確認する必要はない。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２５． ①～③は、「目視調査の実施要領」に関する記述である。この記述の中か

ら適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけな

さい。 

①関係者へのヒアリングを行う際には、調査対象の建築物のことは石綿含

有建材調査者よりヒアリング相手のほうが詳しいので、相手の話を十分

に聞いて否定しないこと。 

②目視調査の最大の留意点は調査ミスをしないことであり、この調査ミス

の最大の要因は調査漏れである。なぜ、ここに石綿含有建材が使われて

いるかなどの疑いの目を持つことが重要である。 

③解体・改修工事の事前調査では、過去の経験や建築の知識のみから類推

して調査範囲を絞り込むのではなく、網羅的な調査を行うことが基本で

あり、見落としを防ぐために建築の知識等の修得を不断に努めることが

必要である。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２６． ①～③は、「目視調査の実施要領」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①安全措置が確保できていないような箇所では、決して無理をしない。何

よりも安全が第一であり、試料採取に危険を伴う場合は調査報告書に採

取不能であった理由を記載すればよい。 

②試料採取の適地とは、石綿含有建材調査者が安全に作業を行うことので

きる場所のことであり、また、調査に使う工具類の飛散・落下災害を防

止する措置を講じることも大切である。 

③石綿含有建材調査者の石綿調査時の石綿ばく露は、石綿含有建材の除去

作業に類似する可能性があることから、「12カ月以内ごとに１回」、定期

に医師による健康診断を受けなければならない。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２７． ①～③は、「目視調査の実施要領」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①天井点検口の材料は、天井使用材と異なる可能性はない。 

②成形板の裏面調査において、不燃番号がＮＭ－〇〇〇〇と表記されてい

れば、遅くとも「平成 10年以降」の製品である。 

③床材は、床にカーペットを敷き込んで改修するケースが多く、改修前の

床仕上げ材として石綿含有のビニル床タイルやビニル床シートなどが残

っていることがあるので注意する。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問２８． 写真の建材の裏面から得られる情報イ～ニの記述のうち、不適切なもの１

つに印をつけなさい。 

 

イ． 無石綿と表示されているので、現在の法律においても、「石綿は含有して

いない」と判断できる。 

ロ． アスノンという製品名は、メーカー名を調べる手がかりとなる。 

ハ． 国土交通大臣認定不燃材料ＮＭ－８３１４は、メーカー名を調べる手がか

りとなる。 

ニ． アスノンという製品名から、建材の一般名を調べる手がかりとなる。 

 

問２９． ①～③は、「試料採取」に関する記述である。この記述の中から適切なも

のがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①書面調査及び目視調査等で、石綿含有の有無が明らかとならなかった

ものについては分析を行う必要がある。 

②試料を採取する建材が破損しやすく、剥離が困難な場合は、運搬時な

どに混ざってしまわないように注意するとともに、分析者に分析対象

部分を明確に指定することが重要である。 

③試料そのものに石綿が含まれているか否かが判明していない時点で、

試料を採取するので、試料採取時には必ず保護具を着用すること。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３０． ①～③は、「試料採取」に関する記述である。この記述の中から不適切な

ものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①吹付け材の試料採取は、該当吹付け材施工表層から下地の中間地点ま

での試料の採取を前提に行う。 

②主成分がバーミキュライト主体の吹付け材に関しては、厚み 1㎜以下

がほとんどのため、この場合は「10㎝角程度」の試料採取を行う。 

③試料採取で留意しなければいけない事例として、石綿除去工事が完了

し、塗装されたケースにおいて、分電盤の裏に吹付け石綿が取り残さ

れていることがある。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【科目４】現場調査の実際と留意点 配点 ３５点 



石綿調査者（Ｂ） 

問３１． ①～③は、「試料採取」に関する記述である。この記述の中から不適切な

ものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさい。 

①複層仕上塗材は表面に凹凸模様のテクスチャー（質感）が付与されてい

ることが多く、これらの凹凸部分を形成している主材は、場所によって

組成にバラつきがある。 

②採取した仕上塗材には下地調整塗材やコンクリート等が付着している場

合があるので、まず、目視で試料を確認し、コンクリートが付着してい

ないことを確認する。 

③建築用仕上塗材の試料の採取は粉じんが飛散しないように採取面に無じ

ん水を散布（噴霧）してから、カッターナイフ、スクレーパ等で仕上塗

材表面部分から仕上塗材内部に刃先を入れ少しずつ剥離、採取する。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３２． ①～③は、「目視調査の記録方法」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①調査の記録について、調査する部屋が多いときは、記憶違いや記載ミス

をなくすため、各部屋の調査が終了するごとに調査メモを作成する。 

②デジカメはメモ代わりにもなるから、たくさん撮影することが編集に役

立つ。また念のため１シーンを２枚ずつ同じ位置で連続して撮ることに

も留意する。 

③石綿含有建材の判定は、「劣化」または「劣化なし（劣化が見られない）」

という２局化した分類のみではなく、その中間に該当する抽象的な表現

だが「やや劣化」という分類が必要となってくる。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３３． ①～③は、「目視調査の記録方法」に関する記述である。この記述の中か

ら適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけな

さい。 

①解体・改修時の事前調査結果の報告書について、厚生労働省の通達にお

いて、「調査の責任分担を明確にする」ことは定められていない。 

②「やや劣化」とは、全般的に表面などの劣化が進み、毛羽立ちなどが発

生している状態を表す。 

③吹付け石綿の化粧仕上げの経年劣化による表面の毛羽立ちなどは、石綿

含有吹付けロックウールと較べて相対的に少ないといえる。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３４． ①～③は、「建材の石綿分析」に関する記述である。この記述の中から不

適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさ

い。 

①アスベスト分析マニュアルでは、定性分析方法２（Ｘ線回折分析法・位

相差分散顕微鏡法）は、Ｘ線回折分析法による定量分析方法で石綿の質

量を定量し、試料全体に対する石綿の質量百分率（%）を求める方法であ

る。 

②定性分析方法３は、「電子顕微鏡法」による定性分析方法である。 

③定性分析方法１及び定量分析方法２は、建材製品、天然鉱物のアスベス

ト分析には適用できるが、それらを原料としてできた製品中のアスベス

ト分析には適用できない。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

問３５． 下図は、石綿含有分析の流れ（概要）である。選択肢イ～ニは、表中の空

欄①～④に該当する用語を示したものである。組合せとして正しいもの１

つに印をつけなさい。 

 

イ．①定量分析 

  ②含有あり 

  ③0.1％を超えているとして扱う 

  ④定性分析 

ロ．①定性分析 

  ②含有あり 

  ③0.1％以下（不検出） 

④定量分析 

ハ．①定量分析 

  ②含有あり 

  ③0.1％以下（不検出） 

④定性分析 

ニ．①定性分析 

  ②含有あり 

  ③含有なし 

④定量分析 

 

問３６． ①～③は、「調査票の下書きと分析結果チェック」に関する記述である。

この記述の中から不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの

１つに印をつけなさい。 

①部屋別の目視調査個票と、部屋別の写真は別々に取り纏める。 

②石綿含有建材調査者は、建築物所有者に調査結果の説明をする場合には、

「⑴.石綿含有の有無」、「⑵.含有していた場合のリスク」、「⑶.今後の維

持管理の方法」の３点を簡潔に説明する必要がある。 

③分析結果のチェックにおいて、送付した「試料採取場所」や「試料部位」

と分析結果報告書の記載については確認する必要はない。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

 

問３７． ①～③は、「目視調査総括票の記入」に関する記述である。この記述の中

から不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつ

けなさい。 

①石綿を含有しないと判断した建材は、その判断根拠を示す。 

②所有者情報提供依頼概要欄における調査報告書の有無は、過去に実施

した調査報告書が存在する場合、その報告書を全ページともコピーし、

今回の調査報告書に添付する。 

③建築物の概要欄における建築物所在地は、地番・家屋番号ではなく、「住

居表示」を記入する。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３８． ①～③は、「目視調査個票の記入」に関する記述である。この記述の中か

ら不適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけ

なさい。 

①外観の記入にあたっての注意事項として、定礎があれば、その刻印さ

れた内容についてメモをとるだけでなく、近寄って写真に収めておく。 

②部屋ごとの記入における材料名は、材料の形態を統一された一般名称

で記載する。この場合、略称や通称でもよい。 

③写真集の作成にあたっては、石綿含有建材調査者以外に補助員を用意

し、撮影させることで、様々な構図や異なる視点が得られる。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

 

問３９． 「目視調査個票の作成」に関する次の記述イ～ニのうち、正しいもの１つ

に印をつけなさい。 

イ． 建築物所有者の都合などによって入室できなかった部屋は、未調査範囲と

して再調査することが出来ない。 

ロ． 調査者の不注意によって入室しなかった部屋は、建築物所有者の了解を得

れば「石綿無し」として扱ってもよい。 

ハ． 建築物所有者の都合などによって入室できなかった部屋は、建築物所有者

の了解を得れば「石綿無し」として扱ってもよい。 

ニ． 調査者の不注意によって入室しなかった部屋と建築物所有者の都合など

によって入室できなかった部屋は、目視していないという結果は同じであ

っても、石綿調査の意義としては同じではない。 

 

問４０． ①～③は、「所有者等への報告」に関する記述である。この記述の中から

適切なものがいくつあるか、イ～ニから該当するもの１つに印をつけなさ

い。 

①石綿含有建材調査者は、建築物の所有者からの依頼を受けて、目視調

査、石綿含有分析機関への調査依頼などを行い、目視調査総括票、目

視調査個票、石綿分析結果報告書、その他添付資料をとりまとめた調

査報告書を建築物の所有者等に報告する。 

②建築物の所有者等は、建築物の解体・改修を行う場合は、施工者に調

査報告書を開示し、適切に解体・改修が行われるよう協力しなければ

ならない。 

③報告に当たっては、建築物における石綿の健康影響に関する基礎知識、

リスクコミュニケーションの知識とその実施に関する技術などを踏ま

え、建築物の所有者等の利益を優先してアドバイスすることが重要で

ある。 

 

イ．なし   ロ．１つ   ハ．２つ   ニ．３つ 

【科目５】建築物石綿含有建材調査報告書の作成 配点 １０点 

① 

② ③ 

④ 0.1％を超えてい

るとして扱う 

0.1％超 0.1％以下 


